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査答申情第 ５０ 号  

平成２７年３月３０日  

 生駒市長職務代理者  

副市長 小紫 雅史 殿  

 

                 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会  

                   会 長   石 田  榮 仁 郎       

 

   行政文書の開示等の決定に対する異議申立てについて（答申）  

 

 平成２４年７月１２日付け生企第３２号で諮問のあった下記の事案について、

別紙のとおり答申します。  

 

記  

 

「平成１１年６月７日付土地の調査依頼に対する重要事項説明書を含む回答文書」

の不存在決定処分に対する異議申立て事案  

                            （諮問情第４９号）  
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査答申情第５０号   

答   申  

 

第１ 審査会の結論 

生駒市長が平成２４年６月２５日付け生企第２７号で行った決定は、妥当で

ある。 

 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

異議申立人が異議申立書、意見書及び審査会における意見陳述で行った主張

は、概ね次のとおりである。 

１ 異議申立ての趣旨 

平成２４年６月１２日付けで異議申立人が生駒市長（以下「実施機関」と

いう。）に対して行った「平成１１年６月７日付土地の調査依頼についての

起案文書に対して依頼先から重要事項説明書が届けられた書面一式（当時の

市長公室長）」（以下「本件行政文書」という。）の開示請求に対し、実施

機関が行った決定（以下「本件決定」という。）を取り消し、開示を求める。 

２ 異議申立ての理由 

本件行政文書は、生駒市土地開発公社（以下「公社」という。）が野村土

地建物株式会社（以下「売主」という。）から取得した東コミュニティ施設

用地を生駒市が公社から買い取る処理手続きまで必要な重要書類である。し

たがって、上記依頼先（以下「受託者」という。）は、仲介業者として本件

行政文書を作成し、実施機関に提出し、実施機関はこれを受領、保管してい

るはずである。 

  また、仮に受託者が仲介業者にあたらないのであれば、売主が宅地建物取

引業法に基づき重要事項説明書を作成、提出しなければならないはずである。

そこで、受け取っているはずの本件行政文書がないとするのは、隠蔽したと

考えている。 

 

第３ 実施機関の主張の要旨 

実施機関が本件行政文書の不存在決定理由説明書や口頭理由説明において主

張している本件決定の理由は、概ね次のとおりである。 
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１ 受託者からの報告書及び物件案内書について 

   受託者が実施機関からの調査依頼に基づいて実施機関に提出した当該物

件情報に関する報告書及び物件案内書については、保管の確認ができなか

った。仮に当該文書を受け取っていたとしても、当該文書の文書保存年限

は３年であるため、既に廃棄されたと考えられる。 

したがって、受託者からの報告書及び物件案内書は不存在である。 

 

 ２ 重要事項説明書について 

売主は、宅地建物取引業者であり、重要事項説明書を公社に交付する義

務があったが、宅地建物取引業法第７８条第１項に規定される「適用の除

外」を誤釈したため交付しなかった。 

また、公社も同様に誤釈したため提出を求めなかった。したがって重要

事項説明書は不存在である。 

他方、公社は、受託者を仲介業者として認識しておらず、受託者が重要

事項説明書を交付する必要がないと考え、提出を受けなかった。 

 

第４ 審査会の判断 

 当審査会は、実施機関及び異議申立人の主張を具体的に検討した結果、次の 

とおり判断する。 

１ 本件行政文書について 

  本件行政文書は、実施機関による東コミュニティ施設用地の情報提供の依

頼に対し、受託者が作成した報告書及び物件案内書並びに受託者又は売主

が提出したとされる当該物件の重要事項説明書である。 

 

２ 本件行政文書の存否について 

(1) 受託者が作成した報告書及び物件案内書について 

生駒市文書取扱規程（平成９年１２月２６日訓令甲第９号）には実施機

関が保有する公文書の保存年限が定められており、同規程第２７条第２項

に規定されている別表では、照会・回答その他の往復文書の保存年限は３

年と定められている。 

このことからして、仮に実施機関が当該調査依頼に対する回答がなされ
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たと推認される平成１１年に受領していたとしても、受託者からの報告書

及び物件案内書は文書保存年限が経過し、既に廃棄されたものと考えられ

る。 

よって、報告書と物件案内書を不存在とする実施機関の主張には、合理

性が認められる。 

 

(2) 受託者又は売主が提出したとされる当該物件の重要事項説明書について 

宅地建物取引業法第３５条では、宅地建物取引業者は、宅地若しくは建

物の売買契約が成立するまでの間に取引主任者をして、同条各号に規定さ

れている内容を記載した重要事項説明書を交付して、買主に対し説明させ

なければならないと定めている。 

他方、同法第７８条第１項はこの法律の規定は国及び地方公共団体には

適用しないと定めている。この点同法第７８条第１項が買主が地方公共団

体である場合に適用されるか否かについては、明確な文献や裁判例がない。 

  したがって、実施機関が本件取引に当って、同法第７８条１項の対象と

解釈し重要事項説明書を受け取らなかったとする主張はただちに不合理と

はいえない。 

そして実際に、奈良地方裁判所平成１９年（行ウ）第１５号生駒市東コ

ミュニティ施設用地取得差止請求事件及び２００７年４月１８日付けの異

議申立人外１名を請求者とする住民監査請求においても、異議申立人及び

実施機関は重要事項説明書の交付がないことを前提に主張していたもので

ある。 

また、受託者からの重要事項説明書の交付については、平成１１年１２

月２０日付け公社と売主との売買契約書に仲介業者としての記載がないこ

とから、実施機関の主張の通り、受託者が重要事項説明書を交付したとは

考えられない。 

 したがって、重要事項説明書を不存在とする実施機関の主張は首肯でき

る。 

 

３ 以上のとおりであるから、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり 

判断する。  
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第５ 審査会の審査経過 

   当審査会の審査経過は、次のとおりである。    

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 年  月  日 処  理  内  容 

 

 
平成２４年７月１２日 ・実施機関からの諮問を受けた。 

  平成２５年５月１３日 ・実施機関から理由説明書の提出を受けた。 

   平成２６年４月１８日 ・異議申立人から意見書の提出を受けた。 

平成２６年１０月２１日 

（第１０１回審査会） 

・概要を確認し、審議に必要な調査を指示し

た。 

平成２６年１１月２５日 

（第１０２回審査会） 
・概要を再確認し、審議を行った。 

平成２６年１２月２２日 

（第１０３回審査会） 

・実施機関の口頭理由説明を実施した。 

・審議を行った。 

平成２７年１月２７日 

（第１０４回審査会） 

・異議申立人の意見陳述を実施した。 

・審議を行った。 

平成２７年２月１７日 

（第１０５回審査会） 
・審議を行った。 

平成２７年３月３日 

（第１０６回審査会） 
・審議を終結し、答申文を決定した。 
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生駒市情報公開及び個人情報保護審査会委員名簿 

 

                              （敬称略） 

氏    名 所 属・団 体 名 備   考 

石
い し

 田
だ

 榮 仁 郎
ひ で じ ろ う

 近畿大学名誉教授・弁護士 会 長 

金
か な

 谷
た に

 重
し げ

 樹
き

 摂南大学教授 会長職務代理者 

緒
お

 方
が た

 賢
け ん

 史
し

 弁護士 
 

田
た

 中
な か

 啓
ひ ろ

 義
よし

 弁護士 
 

和
わ

 島
じ ま

 美 枝 子
み え こ

 弁護士 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


